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障害年金を受給しているひとり親家庭の
方が『児童扶養手当』を受給できるよう
に見直されました

　現在、障害年金を受給しているひとり親家庭
の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る
場合には、児童扶養手当が受給できませんでし
たが、令和３年３月分から、児童扶養手当の額
と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童
扶養手当として受給することができるようにな
りました。

【手当を受給するための手続き】
　既に児童扶養手当受給資格者として認定を受
けている方は、原則、申請は不要です。それ以
外の方は、福祉課または最寄りの総合支所への
申請が必要です。

問福祉課 民生福祉班　☎ 0820（77）5505

椋野出張所の開所日の変更について

　令和３年度から、椋野出張所の開所日は、毎週
水曜日の週１回となります。
　なお、椋野公民館については、従来どおり曜日
に関係なく利用（貸館利用）ができます。
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感
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。
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相談内容 実施日 時間

心の健康相談 20 日㈫ 13：00 ～ 14：00

思春期・ストレス相談 23 日㈮ 10：00 ～ 15：00

問柳井健康福祉センター　☎ 0820（22）3631

※相談・検査は事前に電話予約が必要です。

４月の柳井健康福祉センター定例保健事業

問久賀総合支所　☎ 0820（79）1000


